

⇒生活管理指導表の作成をお願いする主治医を受診する際に、
下記の家庭での食物摂取状況について、あらかじめ記入し、ご持参ください。
（園名　　　　　　　　　　）（保護者名　　　　　　　　　　　　）記入日：　令和　　　年　　　月　　　日

★下記の１～１６の食品について、いままでに、
ア．食べて症状がでたことがある（症状有）　イ．食べたことがある（症状無）
ウ．食べたことがない　　のうち、該当するものに○をつけてください。
	
	食品名
	該当するものに○
	自由記載欄
	確認欄

	１
	鶏卵
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示）

	２
	牛乳・
乳製品（ヨーグルト）
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示・乳糖）

	３
	小麦
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示・麦茶）

	４
	ソバ※
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示※）

	５
	ピーナッツ※
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示※）

	６
	大豆
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（大豆油）

	７
	ゴマ
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（ゴマ油）

	８
	（ナッツ類）※
クルミ・アーモンド・
カシューナッツ・
マカダミアナッツ　
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示※）

	９
	（甲殻類）　

エビ・カニ
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（注意喚起表示）

	１０
	（軟体類・貝類）

イカ・貝柱・タコ
	ア　・　イ　・　ウ
	
	

	１１
	(魚卵)　イクラ・タラコ
	ア　・　イ　・　ウ
	
	

	１２
	（魚類）　

サケ・サワラ・サバ・
タイ・ブリ
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（かつおだし・

いりこだし）

	１３
	（肉類）　

鶏肉・牛肉・豚肉　
	ア　・　イ　・　ウ
	
	（エキス）

	１４
	（果物類）　

キウイ・バナナ・りんご・

メロン・もも・すいか
	ア　・　イ　・　ウ
	
	

	１５
	味噌　・　醤油　・　酢
	ア　・　イ　・　ウ
	
	

	１６
	その他（　　　　　　　　　　　　　）
	ア　・　イ　・　ウ
	
	


★上記は、園の給食でよく使われる食材を中心に記載しています。

★※印のソバやピーナッツ、ナッツ類は、アナフィラキシー症状が重篤のため、原材料としては、給食では使用禁止としていますが、加工食品で注意喚起表示のあるものは使用するため、記載しています。　

主治医　殿
「アレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」の
記載について（お願い）

　
　
本市の子ども・子育て施策の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本市教育・保育施設等におけるアレルギー対応については、「神戸市教育・保育施設等におけるアレルギー対応の手引き（令和８年２月改訂）」に基づき実施しております。
市内教育・保育施設等では、アレルギー疾患の園児の生活を安全で安心なものとするため、アレルギー疾患について詳しい情報を把握し、適切に対応するよう努めているところです。
つきましては、主治医の先生方の診断に基づき、教育・保育施設等での具体的な取組やより適切な健康管理、対応方法を検討したいと考えておりますので、「アレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」をご記入くださいますようお願いいたします。
なお、給食以外の保育活動の場面での安全の確保や災害発生時等予期せぬ事態への備えとして、教育・保育施設等での配慮や安全管理が必要であるため、本書類は、食物アレルギーを有するすべてのこどもに対して、作成をお願いしております。
神戸市こども家庭局幼保事業課
【様式3】表





これは保護者が記入して主治医へ提出する様式です
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【様式3】裏








